ハピネス　会則

（名称・連絡先）
第１条　本団体は、ハピネスと称し、連絡先を編集室（神西沖町510）内に置く。
（目的）

第２条　本団体は、会員の自主性を重んじ、ハピネスのボランティア活動及び、会員の資質向上、に努めると共に、市民の子育てに貢献する事を目的とする。

（活動及び会員の素質）

第３条　活動　本団体は前条の目的を達成するために次の活動を行う。ただし、営利を目的とした活動は行わない。

（１）育児生活応援情報誌　ハピネスを発行するための取材・調査・ミーティング・発行
（２）リフレッシュサークル　ハピネスクラブへの企画・及び積極的な参加
（３）ヨガ教室への、積極的な参加

（４）その他団体の目的を達成するための自主事業。ただし、実施については会員全体で協議する。

第３条２　会員の素質
（１）団体の支障なく、参加出来る体力を維持する。

（２）団体の活動に和と品位ある言動をもって、組織の円滑な運営に努める。

（３）目的、活動に必要な知識を高める努力をする。

（会員）

第４条　本団体の目的及び活動に賛同する者をもって構成する。

（役員）

第５条　本団体に次の役員を置く。

（１）代表：１名　（２）副代表：１名

（役員の選任）

第６条　役員は会員の互選による。

（役員の任務）

第７条　

（１）代表は本団体を代表し総括する。

（２）副代表は会長を補佐する。

（役員の任期）

第８条　役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。

（会議）

第９条

（１）本団体の会議は、総会及び定例会とする。

（２）会議は代表が召集し議長となる。

（３）総会は年１回開催し、活動報告と次期の活動企画の作成、役員の選出などを協議する。また、必要に応じて会員の過半数の出席により臨時総会を開く事ができる。
（４）定例会は、概ね毎月１回開催し、会員及び市民からの提案事項を協議する。

（議決）

第１０条　前条の会議の議決は、出席者の過半数の賛同による。

（会費及び活動費）

第１１条　本団体の会費は無料とする。ただし、活動費が必要となったときは会員からその都度徴収し決算する。

（退団）

第１２条　

（1） 本人が退団を申し出たとき。

（2） 年間を通して、連絡もなく、活動をしないとき。

（3） 団体の組織、運営並びに会員の資質に支障がある場合は、団体として退団を勧告する。

（事業年度）

第１３条　事業年度は４月２５日から翌年４月２４日までとする。

（会則の変更）

第１４条　会則の変更は、総会又は臨時総会で会員の過半数の承認を必要とする。

